
愛読者各位                                     平成 29 年 10 月

株式会社日本法令 出版部・編者

『５年で売上１億円を達成した社労士が助成金で顧客をどんどん増やす方法を教えます。』

（平成 29 年 10 月 10 日発行）

お詫びと訂正

下記の通り、本書中に誤りの箇所がございました。

謹んでお詫び申し上げます。

記 

●P.13 図表  

【誤】①業務なし  → 【正】①業務知識なし 

   ②実務なし       ②実務経験なし

●P.55 １行目  

【誤】事例：キャリアアップ助成金（正従業員化コース）

【正】事例：キャリアアップ助成金（正社員化コース） 

●P.78 （５）導入スケジュールの差し替え 

③ 計画届作成・届出

① 会社側・キャリアコンサルタントと打ち合わせ

②
従業員にキャリアコンサルティング制度導入の説明

就業規則の変更を説明

⑦ キャリアコンサルティング実施日の翌月から６か月後に支給申請

⑧ 助成金入金（申請状況により支給までに要する期間は変わります）

④ 労働局から認定印を押印された計画届が会社に返送

⑤ 計画期間の開始日までに条文を追加した就業規則を労基署に届出

⑥ 対象従業員のキャリアコンサルティング実施

●P.206 1 行目

【誤】●５ 産休復帰支援プラン → 【正】●５ 育休復帰支援プラン



●P.239 【キャリアアップ計画】の差し替え

（様式第１号（計画）） 

【キャリアアップ計画】

①キャリアアップ計画期間 平成２９年７月２７日 ～ 平成３４年７月２６日 

②キャリアアップ計画期

間中に講じる措置の項

目 

※1 講じる措置の該当す

る番号に「○」をつけて

下さい。 

※2 正社員化コース、諸手

当制度共通化コースに

ついては、（）内の該当す

るものを「○」で囲んで

下さい。 

１ 正 社 員 化 コ ー ス     （２９年１２月頃実施予定） 

 （正規雇用等・勤務地限定正社員・職務限定正社員・短時間正社員） 

２ 人 材 育 成 コ ー ス     （２９年 ９月頃実施予定） 

３ 賃 金 規 定 等 改 定 コ ー ス     （  年  月頃実施予定） 

４ 健 康 診 断 制 度 コ ー ス     （  年  月頃実施予定） 

５ 賃 金 規 定 等 共 通 化 コ ー ス     （  年  月頃実施予定） 

６ 諸 手 当 制 度 共 通 化 コ ー ス     （  年  月頃実施予定） 

（1.賞与 2.役職手当 3.特殊作業手当・特殊勤務手当 4.精皆勤手当 5.食事手当

6.単身赴任手当 7.地域手当 8.家族手当 9.住宅手当 10.時間外労働手当 11.

深夜・休日労働手当） 

７ 選択的適用拡大導入時処遇改善コース     （  年  月頃実施予定） 

８ 短時間労働者労働時間延長コース     （  年  月頃実施予定） 

③対象者 

＜正社員化コース＞ 

・入社６ヶ月を経過した有期契約労働者等、派遣社員、および３ヶ月以上の有期実習型

訓練終了者 

＜人材育成コース＞ 

・事務業務に従事する有期契約労働者等 

④目標 

（人材育成を講じる場

合、訓練後に期待され

るスキルや能力、その

達成状況に応じた処遇

の在り方） 

＜正社員化コース＞ 

・対象者に対して正規雇用労働者等への転換を図る。 

＜人材育成コース＞ 

・有期契約労働者等について、職業訓練を通じて事務業務に関する知識・技能を有期契

約労働者等に習得させ、正規雇用労働者等へ転換する。また、当該訓練の達成状況によ

り正規雇用労働者等への転換へつなげる。 

⑤目標を達成するために

講じる措置 

＜正社員化コース＞ 

・正規雇用労働者等へ転換するため、昇格試験として社長の面接試験等を実施。 

＜人材育成コース＞ 

・事務に関する知識・技能を習得するため職業訓練を実施。 

⑥キャリアアップ計画全

体の流れ 

＜正社員化コース＞ 

・正規雇用労働者等への転換及び直接雇用するための制度整備を行い、対象者の範囲や制度内容

を周知した上で希望する有期契約労働者等及び派遣労働者を募集し、昇格試験等の評価により

正規雇用への転換又は直接雇用を判断する。 

＜人材育成コース＞ 

・有期契約労働者等に対し、事務に関する必要な知識・技能を習得するため職業訓練等

を行う。 

・実施予定の年月に実施できなく

ても、問題ありません（変更届

も不要です）。 

・予定を出すだけなので実施する

可能性があるコースにはマルを

しておきます（追加するときは

変更届提出）。 

・教育訓練をする職務を記載します。 

・複数あるときは「事務および営業」の

ように記載します。 

・有期実習型訓練をすると最短３

か月間の有期契約で正社員に転

換できますが、計画書に記載が

必要です。 



以下について、2017年 10月以降の申請分から変更となったため、本書でも修正が必要となります。 

●P.56 図表「人件費の対象になるもの」の欄

・役員報酬 → 削除 

●P.56 図表「人件費の対象にならないもの」の欄

「・役員報酬」を追加 

●P.56 下から４行目 

・雇用保険被保険者数は会計年度の末日または３月末日現在の人数 

↓

・雇用保険被保険者数は会計年度の末日現在の人数 

●P.57 「生産性要件シート」の差し替え

「①人件費」について、「役員報酬」「役員賞与」は含めないことになりました。

         以上 

（ 年度） （ 年度）

年 月～ 年 月 年 月～ 年 月

給料手当

賞与

通勤費

法定福利費

福利厚生費

（製）給料手当

（製）賞与

（製）通勤費

（製）法定福利費

（製）福利厚生費

減価償却費

（製）減価償却費

地代家賃

賃借料

（製）地代家賃

（製）賃借料

租税公課

（製）租税公課

営業利益

Ａの会計期間 Ｂの会計期間

(4)　生産性の伸び〔゠（(3)Ｂ-(3)A）／(3)A〕（％）

(5) 生産性の
向上に効
果があった
事業主の
取り組み

（注）裏面の留意事項をよくお読み下さい。助成金の申請に当たっては、①～⑤に相当する勘定科目の額が表示された損益計算書や
総勘定元帳などの会計書類を添付して下さい。

(2)　雇用保険被保険者数（人）

(3)　生産性〔゠(1)／(2)〕（円）

⑤営業利益

(1)　付加価値〔゠①～⑤計〕（円）

④租税公課

③動産・不動産賃借料

②減価償却費

項目 勘定科目

A Bの3年前年度 B 直近年度

①人件費

共通要領　様式第２号　(H29.10)

生産性要件算定シート

生産性の算定対象となる企業名・支店名等

申請事業所名 事業所番号


